
常任委員会審査概要

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長　

加
藤
　
智
章

経
済
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長　

吉
田
　
企
貴

厚
生
環
境
教
育
常
任
委
員
会

委
員
長　

成
田
　
康
弘

●�

議
第
73
号　
多
治
見
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
及
び
多
治
見
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　
部
分
休
業
の
選
択
肢
が
増
え
る
こ
と
に
よ
る
職
員
や
業
務
へ

の
影
響
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
職
員
に
と
っ
て
有
効
に
作
用

す
る
と
思
う
。ま
た
、今
回
追
加
さ
れ
た
部
分
休
業
は
無
給
で
、

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
が
優
先
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、業

務
へ
の
影
響
は
少
な
い
と
考
え
る
」と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●�

議
第
77
号　
多
治
見
市
消
防
本
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
に
つ
い
て

　
本
件
施
行
日
と
東
濃
5
市
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の
運
用
開
始

日
と
の
関
係
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
同
セ
ン
タ
ー
の

1
1
9
番
通
報
の
本
市
切
替
え
日
の
令
和
8
年
2
月
15
日
に
合

わ
せ
て
、
多
治
見
北
消
防
署
を
供
用
開
始
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
86
号　
物
品
供
給
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　
「
落
札
率
が
30
・
97
％
と
、
競
争
原
理
が
働
い
た
結
果
低
い

金
額
で
落
札
で
き
た
と
評
価
し
て
い
る
が
、性
能
、耐
用
年
数
、

保
守
の
対
応
な
ど
に
支
障
は
な
い
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
対

象
の
パ
ソ
コ
ン
は
、
現
在
も
製
造
、
販
売
さ
れ
て
お
り
、
問
題

な
い
と
認
識
し
て
い
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
73
号
多
治
見
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
及
び
多
治
見
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

原
案
可
決

議
第
77
号
多
治
見
市
消
防
本
部
等
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

議
第
86
号
物
品
供
給
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

●�

議
第
75
号　
多
治
見
市
平
和
太
平
線
整
備
基
金
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　
多
治
見
市
平
和
太
平
線
整
備
基
金
の
使
途
と
な
る
事
業
に
つ

い
て
質
疑
が
あ
り
、「
国
道
2
4
8
号
線
明
和
町
1
丁
目
の
交

差
点
で
の
南
側
か
ら
流
入
す
る
車
両
と
、
J
R
根
本
駅
北
側
の

旧
国
道
2
4
8
号
線
の
交
差
点
で
の
北
側
か
ら
流
入
す
る
車
両

の
混
雑
緩
和
の
た
め
の
改
良
を
検
討
中
で
あ
る
。
本
基
金
は
、

渋
滞
対
策
と
都
市
計
画
道
路
の
整
備
に
充
て
る
た
め
、
道
路
の

長
寿
命
化
事
業
や
維
持
修
繕
は
対
象
と
し
な
い
」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

●�

議
第
80
号　
多
治
見
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
に
つ
い
て

　

水
道
料
金
の
改
定
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
消
費
税
増
税

に
伴
う
値
上
げ
を
除
く
と
、
昭
和
59
年
4
月
以
来
、
42
年
ぶ
り

の
増
額
改
定
で
あ
る
。
値
上
げ
を
先
送
り
し
た
場
合
、
令
和
8

年
度
に
収
益
的
収
支
の
赤
字
が
発
生
す
る
見
込
み
で
あ
る
。
ま

た
、
管
路
の
更
新
に
必
要
な
資
金
を
回
せ
な
い
た
め
、
水
道
管

の
破
損
に
よ
る
漏
水
や
復
旧
作
業
に
伴
う
断
水
が
加
速
度
的
に

増
え
る
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
値
上
げ
の
先
送
り
は
、
将

来
、
利
用
者
へ
の
急
激
な
負
担
増
が
懸
念
さ
れ
る
」
と
の
答
弁

が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
80
号
多
治
見
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

原
案
可
決

議
第
87
号
物
品
供
給
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

議
第
96
号
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

●�

議
第
72
号　
多
治
見
市
三
の
倉
市
民
の
里
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
に
つ
い
て

　
「
施
設
の
譲
渡
後
も
、
市
は
し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
か
」

と
の
質
疑
が
あ
り
、「
イ
ベ
ン
ト
の
後
援
や
周
知
な
ど
、
で
き

る
限
り
の
支
援
を
行
う
。
土
地
や
施
設
利
用
の
変
更
な
ど
に
つ

い
て
は
、
法
令
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
調
整
と
支
援
を
行
っ

て
い
く
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
譲
渡
先
は
一
般
社
団
法
人
フ
ォ
ー
レ
サ
ン
ノ
ク
ラ

し
か
選
択
肢
が
な
か
っ
た
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
当
法

人
は
、
三
郷
地
区
の
に
ぎ
わ
い
の
創
出
な
ど
の
た
め
、
本
施
設

の
運
営
を
切
望
し
て
き
た
。
地
域
資
源
を
生
か
し
た
地
域
経
済

の
活
性
化
を
目
的
と
し
て
お
り
、
市
の
考
え
方
と
フ
ィ
ッ
ト
す

る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
93
号　
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　
児
童
館
ご
と
に
日
曜
日
の
開
館
状
況
が
異
な
る
が
、
統
一
す

る
考
え
は
な
い
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
子
ど
も
の
居
場
所
と

し
て
児
童
館
を
開
館
し
て
い
る
。い
ろ
い
ろ
な
ご
家
庭
が
あ
り
、

日
曜
日
の
居
場
所
を
求
め
て
い
る
子
ど
も
も
い
る
中
で
、
全
て

の
児
童
館
を
日
曜
日
に
休
館
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
時
点
で

は
考
え
て
い
な
い
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
72
号
多
治
見
市
三
の
倉
市
民
の
里
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
に
つ
い
て

原
案
可
決

議
第
74
号
多
治
見
市
保
育
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

議
第
93
号
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

常
任
委
員
会
審
査
概
要

議
会
の
情
報
を
み
な
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
た
め
、

4
つ
の
常
任
委
員
会
で
の
審
査
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

6たじみ議会だより　―市民の声を形に―



予
算
常
任
委
員
会

委
員
長　

若
尾
　
敏
之

常任委員会審査概要

●�

議
第
81
号　
令
和
7
年
度
多
治
見
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
2
号
）（
所
管
部
分
）

　
国
際
化
促
進
事
業
費
に
つ
い
て
、
補
正
に
係

る
、
外
国
人
を
対
象
と
し
た
交
流
イ
ベ
ン
ト
の

目
的
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
市
内
在
住
の

外
国
人
が
増
え
て
い
る
中
、
外
国
人
の
孤
立
防

止
を
目
的
と
し
て
い
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま

し
た
。

　
市
有
施
設
整
備
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
、
笠

原
中
学
校
跡
地
活
用
準
備
事
業
に
お
け
る
3
棟

の
建
物
に
係
る
委
託
料
の
追
加
理
由
に
つ
い
て

質
疑
が
あ
り
、「
現
地
調
査
に
よ
り
倉
庫
な
ど

の
存
在
が
判
明
し
た
た
め
」
と
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

　
自
治
組
織
関
係
費
に
つ
い
て
、
第
2
弾
開
催

の
た
め
に
1
0
0
万
円
を
補
正
す
る
「
広
げ
よ

う
ラ
ジ
オ
体
操
の
輪
」
の
取
り
組
み
の
評
価
に

つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
第
1
弾
は
8
月
か
ら

17
の
区
で
4
6
8
回
実
施
予
定
で
あ
り
、
好
評

を
得
て
い
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
81
号
令
和
7
年
度
多
治
見

市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
2
号
）（
所

管
部
分
）

原
案
可
決

●�

議
第
85
号　
令
和
7
年
度
多
治
見
市
下
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
2
号
）

　
下
水
道
汚
泥
に
健
康
へ
の
影
響
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
有
機
フ
ッ
素
化
合
物
P
F
A
S
が
検
出

さ
れ
、
そ
の
中
で
も
国
際
的
に
規
制
対
象
と
さ

れ
る
P
F
O
S
が
国
内
の
下
水
道
汚
泥
に
含
ま

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
記
事
が
新
聞

に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、

「
そ
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
承

知
し
て
い
る
。
大
学
の
研
究
チ
ー
ム
が
調
査
し

た
が
、詳
細
や
今
後
の
展
開
な
ど
に
つ
い
て
は
、

今
の
と
こ
ろ
、
国
や
県
か
ら
通
知
は
来
て
い
な

い
。
新
聞
発
表
の
直
後
に
は
、
県
か
ら
下
水
道

汚
泥
の
処
分
方
法
や
、
P
F
A
S
検
査
の
実
施

の
有
無
な
ど
の
調
査
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
降

は
何
も
な
く
、
今
後
の
成
り
行
き
を
注
視
し
て

い
く
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
81
号
令
和
7
年
度
多
治
見

市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
2
号
）（
所

管
部
分
）

原
案
可
決

議
第
84
号
令
和
7
年
度
多
治
見

市
水
道
事
業
会
計
補

正
予
算
（
第
1
号
）

●�

議
第
81
号　
令
和
7
年
度
多
治
見
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
2
号
）（
所
管
部
分
）

　

私
立
保
育
所
児
童
運
営
費
に
つ
い
て
、「
小

規
模
保
育
事
業
所
の
開
設
を
今
後
も
増
や
し
て

い
く
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
積
極
的
に

増
や
し
て
い
き
た
い
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま

し
た
。

　

ま
た
、「
小
規
模
保
育
事
業
所
に
限
ら
ず
、

公
立
園
に
お
い
て
も
受
皿
を
さ
ら
に
確
保
す
る

政
策
を
行
う
余
地
が
あ
る
の
か
」
と
の
質
疑
が

あ
り
、「
公
立
園
で
は
、施
設
の
部
屋
数
が
な
く
、

保
育
士
の
確
保
に
も
非
常
に
時
間
が
か
か
り
困

難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
立
園
で
こ
れ
以
上
の

3
歳
未
満
児
の
受
皿
拡
大
は
見
込
め
な
い
。
民

間
の
小
規
模
保
育
事
業
所
の
拡
大
を
進
め
て
い

く
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
81
号
令
和
7
年
度
多
治
見

市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
2
号
）（
所

管
部
分
）

原
案
可
決

議
第
83
号

令
和
7
年
度
多
治
見

市
介
護
保
険
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算

（
第
1
号
）

●�

議
第
81
号　
令
和
7
年
度
多
治
見
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
2
号
）（
所
管
部
分
）

　
新
本
庁
舎
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
事
務
費
に

つ
い
て
、
新
本
庁
舎
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
範

囲
に
関
す
る
質
疑
が
あ
り
、「
新
庁
舎
全
体
を

対
象
と
し
、
議
会
フ
ロ
ア
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も

対
象
と
す
る
ほ
か
、
1
階
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス

の
公
衆
W
i-

F
i
も
検
討
範
囲
に
含
ま
れ
る
」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
は
現
行
の
仕

組
み
を
維
持
す
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

「
原
則
現
行
の
仕
組
み
を
維
持
す
る
が
、
必
要

に
応
じ
て
見
直
し
も
行
う
。
国
の
方
針
の
変
化

も
踏
ま
え
、
効
率
化
に
つ
な
が
る
形
で
再
構
成

を
検
討
す
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
導
入
に
あ
た
っ
て
国
や
県
の
補
助
制
度
の
活

用
予
定
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
引
き
続
き

国
の
動
向
を
注
視
し
、
活
用
可
能
な
補
助
金
を

研
究
し
て
い
く
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
81
号
令
和
7
年
度
多
治
見

市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
2
号
）（
所

管
部
分
）

原
案
可
決

第
１
分
科
会（
総
務
常
任
委
員
会
所
管
）

第
1
分
科
会
長　

加
藤
　
智
章

第
２
分
科
会（
経
済
建
設
常
任
委
員
会
所
管
）

第
2
分
科
会
長　

吉
田
　
企
貴

第
３
分
科
会（
厚
生
環
境
教
育
常
任
委
員
会
所
管
）

第
３
分
科
会
長　

成
田
　
康
弘

第
4
分
科
会（
本
庁
舎
建
設
に
関
す
る

特
別
委
員
会
所
管
　

）

第
4
分
科
会
長　

石
田
　
浩
司
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